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第８０号議案

豊川市市税条例等の一部改正について

豊川市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２７年１１月２７日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市市税条例等の一部を改正する条例

（豊川市市税条例の一部改正）

第１条 豊川市市税条例（昭和２５年豊川市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。

第８条の次に次の５条を加える。

（徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法）

第８条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、同条第１項若

しくは第２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶

予」という。）又は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長

（次項において「徴収の猶予期間の延長」という。）に係る市の徴収金

を、猶予する期間内の各月（市長がやむを得ない事情があると認めるとき

は、当該期間内の市長が指定する月）に分割して納付し、又は納入させる

方法とする。

２ 市長は、前項に規定する方法により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の

延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合において

は、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

（徴収猶予の申請手続等）

第８条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲

げる事項とする。

⑴ 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその

該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することが
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できない事情の詳細

⑵ 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

⑶ 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

⑷ 当該猶予を受けようとする期間

⑸ 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分

割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、

分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。）

⑹ 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３

月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる

担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるとき

は、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき

事項（担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事

情）

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類

とする。

⑴ 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書

類

⑵ 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

⑶ 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以

後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

⑷ 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３

月を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以

下「令」という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担

保の提供に関し必要となる書類

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。

⑴ 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

⑵ 第１項第２号から第６号までに掲げる事項

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２
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項第２号から第４号までに掲げる書類とする。

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。

⑴ 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及

び金額

⑵ 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することがで

きないやむを得ない理由

⑶ 猶予期間の延長を受けようとする期間

⑷ 第１項第５号及び第６号に掲げる事項

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に

掲げる書類とする。

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。

（職権による換価の猶予の手続等）

第８条の４ 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条

第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、法第１５条の５第１項

の規定による職権による換価の猶予又は同条第２項において読み替えて適

用する法第１５条第４項の規定による職権による換価の猶予をした期間の

延長に係る市の徴収金を、猶予する期間内の各月（市長がやむを得ない事

情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月）に分割して納

付し、又は納入させる方法とする。

２ 第８条の２第２項の規定は、法第１５条の５第２項において読み替えて

準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又

は納入させる場合について準用する。

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、

次に掲げる書類とする。

⑴ 第８条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類

⑵ 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第８条の５ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月と

する。



- 4 -

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に

規定する条例で定める方法は、法第１５条の６第１項の規定による申請に

よる換価の猶予又は同条第３項において準用する法第１５条第４項の規定

による申請による換価の猶予をした期間の延長に係る市の徴収金を、猶予

する期間内の各月（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該

期間内の市長が指定する月）に分割して納付し、又は納入させる方法とす

る。

３ 第８条の２第２項の規定は、法第１５条の６第３項において準用する法

第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させ

る場合について準用する。

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる

事項とする。

⑴ 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は

生活の維持が困難となる事情の詳細

⑵ 第８条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項

⑶ 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又

は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、

第８条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる

事項とする。

⑴ 第８条の３第１項第６号に掲げる事項

⑵ 第８条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項

⑶ 第４項第３号に掲げる事項

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規

定する条例で定める期間は、２０日とする。

（担保を徴する必要がない場合）

第８条の６ 法第１６条第１項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶

予に係る金額が１００万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場

合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
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第９条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「」及び「」とい

う。）」を削る。

第２０条第２項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下

「」及び「」という。）」を削る。

第３７条の２中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労

働者健康安全機構」に改める。

（豊川市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 豊川市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年豊川市条例第１

８号）の一部を次のように改正する。

第１条のうち豊川市市税条例第２条第７号及び第８号の改正規定を削り、

同条例第３０条の３第７項の改正規定中「法人番号」の次に「（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）」

を加える。

附則第１条第１号中「第２条第７号及び第８号、」を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規

定は、公布の日から施行する。

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過

措置）

第２条 第１条の規定による改正後の豊川市市税条例（以下「新条例」とい

う。）第８条の２、第８条の３及び第８条の６（地方税法等の一部を改正す

る法律（平成２７年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附則

第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号。以下「２８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定によ

る徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後に申

請される２８年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予につ

いて適用し、同日前に申請された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げ

る規定による改正前の地方税法（以下「２８年旧法」という。）第１５条第
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１項又は第２項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

２ 新条例第８条の４及び第８条の６（２８年新法第１５条の５第１項の規定

による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後

にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた２８

年旧法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の

例による。

３ 新条例第８条の５及び第８条の６（２８年新法第１５条の６第１項の規定

による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後

に同項に規定する納期限が到来する市の徴収金について適用する。

理 由

この案を提出するのは、市税制度の適正化を図るため、徴収の猶予及び換価

の猶予について必要な事項を定めるとともに、所要の規定の整備を行う必要が

あるからである。


